
電話サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 用  語 用  語  の  意  味   用  語 用  語  の  意  味  

 １ 

～ （略） 

３の２ 

 

（略） 

  １ 

～ （略） 

３の２ 

 

（略） 

 

 ３の３ 国際通話 通話のうち本邦と外国（インマルサットシステムに係る

移動地球局（海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地

球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。）

及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システ

ムに係る衛星携帯端末（以下「特定衛星携帯端末」とい

います。）を含みます。以下同じとします。）との間で行

われるもの 

  ３の３ 国際通話 通話のうち本邦と外国（インマルサットシステムに係る

移動地球局（海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地

球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。）、

当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに

係る衛星携帯端末（以下「特定衛星携帯端末」といいま

す。）及び当社が別に定める電気通信事業者の国際ネット

ワーク番号を用いた電気通信サービスに係る電気通信設

備（以下「国際ネットワーク設備」といいます。）を含み

ます。以下同じとします。）との間で行われるもの 

 

 ４  

～ （略） 

31  

 

（略） 

  ４  

～ （略） 

31  

 

（略） 

 

  

第２ 通話料金 第２ 通話料金 

１ 適用 １ 適用 

 区  分 内          容   区  分 内          容  

 ⑴  

～ （略） 

⑻ 

 

（略） 

  ⑴  

～ （略） 

⑻ 

 

（略） 

 

 ⑼ 本邦とインマ

ルサットシステ

ムに係る移動地

球局等との間の

通話の取扱い 

本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星

携帯端末との間で行われる通話については、その着信先となる

移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際

通話として取り扱います。 

  ⑼ 本邦とインマ

ルサットシステ

ムに係る移動地

球局等との間の

通話の取扱い 

本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局、特定衛星携

帯端末又は国際ネットワーク設備との間で行われる通話につ

いては、その着信先となる移動地球局、特定衛星携帯端末又は

国際ネットワーク設備の所在地にかかわらず、国際通話として

取り扱います。 

 

 ⑽ 

～ （略） 

⒇ 

 

（略） 

  ⑽ 

～ （略） 

⒇ 

 

（略） 

 

  



新旧対照 

旧 新 
 

２ 料金額 

２－１ 国内通話に関する料金 （略） 

２ 料金額 

２－１ 国内通話に関する料金 （略） 

２－２ 国際通話に関する料金 ２－２ 国際通話に関する料金 

２－２－１ 国際通話の取扱地域 ２－２－１ 国際通話の取扱地域 

 地域区分 地  域   地域区分 地  域  

 （略） （略）   （略） （略）  

 特定衛星携帯

端末 

イリジウム スラーヤ   特定衛星携帯

端末 

イリジウム スラーヤ  

     国際ネットワ

ーク設備 

トランザテル  

 備考 インマルサットシステムに係る移動地球局には、その設備等によりフリート、

ＢＧＡＮ／ＦＢＢ、ＢＧＡＮ－ＨＳＤ／ＦＢＢ－ＨＳＤ、エアロ、Ｆ－ＨＳＤ

の区別があります。 

  備考 

１ インマルサットシステムに係る移動地球局には、その設備等によりフリート、

ＢＧＡＮ／ＦＢＢ、ＢＧＡＮ－ＨＳＤ／ＦＢＢ－ＨＳＤ、エアロ、Ｆ－ＨＳＤ

の区別があります。 

２ 公衆電話の電話機等から国際ネットワーク設備への通話は、行うことができ

ません。 

 

２－２－２ 国際通話に関する料金額 

⑴ 一般通話料 

                             （単位：円） 

２－２－２ 国際通話に関する料金額 

⑴ 一般通話料 

                            （単位：円） 

                        料金額 

着信先の地域                  

１分までごとに

次に規定する額 

                         料金額 

着信先の地域                  

１分までごとに

次に規定する額 

 

 （略） （略）   （略） （略）  

 スラーヤ 175   スラーヤ 175  

     トランザテル 120  

 備考 （略）   備考 （略）  

  

 附 則（令和６年10月25日企営第155500000470号） 

 この改正規定は、令和６年11月１日から実施します。  

 



総合ディジタル通信サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 用  語 用  語  の  意  味   用  語 用  語  の  意  味  

 １ 

～ （略） 

２の２ 

 

（略） 

  １ 

～ （略） 

２の２ 

 

（略） 

 

 ２の３ 国際通信 通信のうち本邦と外国（インマルサットシステムに係る

移動地球局（海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地

球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。）

及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システ

ムに係る衛星携帯端末（以下「特定衛星携帯端末」とい

います。）を含みます。以下同じとします。）との間で行

われるもの 

  ２の３ 国際通信 通信のうち本邦と外国（インマルサットシステムに係る

移動地球局（海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地

球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。）、

当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに

係る衛星携帯端末（以下「特定衛星携帯端末」といいま

す。）及び当社が別に定める電気通信事業者の国際ネット

ワーク番号を用いた電気通信サービスに係る電気通信設

備（以下「国際ネットワーク設備」といいます。）を含み

ます。以下同じとします。）との間で行われるもの 

 

 ３  

～ （略） 

27  

 

（略） 

  ３  

～ （略） 

27  

 

（略） 

 

  

 附 則（令和６年10月25日企営第155500000470号） 

 この改正規定は、令和６年11月１日から実施します。  

 



音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 用  語 用  語  の  意  味   用  語 用  語  の  意  味  

 １ 

～ （略） 

３ 

 

（略） 

  １ 

～ （略） 

３ 

 

（略） 

 

 ４ 国際通信 通信のうち本邦と外国（インマルサットシステムに係る移動

地球局（海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び

可搬型地球局をいいます。以下同じとします。）及び当社が別

に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯

端末（以下「特定衛星携帯端末」といいます。）を含みます。

以下同じとします。）との間で行われるもの 

  ４ 国際通信 通信のうち本邦と外国（インマルサットシステムに係る移動

地球局（海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び

可搬型地球局をいいます。以下同じとします。）、当社が別に

定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端

末（以下「特定衛星携帯端末」といいます。）及び当社が別に

定める電気通信事業者の国際ネットワーク番号を用いた電気

通信サービスに係る電気通信設備（以下「国際ネットワーク

設備」といいます。）を含みます。以下同じとします。）との

間で行われるもの 

 

 ５  

～ （略） 

22  

 

（略） 

  ５  

～ （略） 

22  

 

（略） 

 

  

第２類 通信料金 

 第１ 第１種サービスに係るもの 

第２類 通信料金 

第１ 第１種サービスに係るもの 

   １ 適用 １ 適用 

 区  分 内          容   区  分 内          容  

 ⑴  

～ （略） 

⑼ 

 

（略） 

  ⑴  

～ （略） 

⑼ 

 

（略） 

 

 ⑽ 本邦とインマ

ルサットシステ

ムに係る移動地

球局等との間の

通信の取扱い 

本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星

携帯端末との間で行われる通信については、その着信先となる

移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際

通信として取り扱います。 

  ⑽ 本邦とインマ

ルサットシステ

ムに係る移動地

球局等との間の

通信の取扱い 

本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局、特定衛星携

帯端末又は国際ネットワーク設備との間で行われる通信につい

ては、その着信先となる移動地球局、特定衛星携帯端末又は国

際ネットワーク設備の所在地にかかわらず、国際通信として取

り扱います。 

 

 ⑾ （略）  （略）   ⑾ （略）  （略）  

 ⑿ （略） （略）   ⑿ （略） （略）  

  



新旧対照 

旧 新 
 

通信料金別表１ 国際通信に関する料金 通信料金別表１ 国際通信に関する料金 

１ 国際通信の取扱い地域 １ 国際通信の取扱い地域 

 地域区分 地  域   地域区分 地  域  

 （略） （略）   （略） （略）  

 特定衛星携帯

端末 

イリジウム スラーヤ   特定衛星携帯

端末 

イリジウム スラーヤ  

     国際ネットワ

ーク設備 

トランザテル  

 備考 （略）   備考 （略）  

  

２ 国際通信に関する料金額 

                             （単位：円） 

２ 国際通信に関する料金額 

                             （単位：円） 

                        料金額 

着信先の地域                  

１分までごとに

次に規定する額 

                         料金額 

着信先の地域                  

１分までごとに

次に規定する額 

 

 （略） （略）   （略） （略）  

 スラーヤ 175   スラーヤ 175  

     トランザテル 120  

  

 附 則（令和６年10月25日企営第155500000470号） 

この改正規定は、令和６年11月１日から実施します。  

 



特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款の一部改正 
新旧対照 

旧 新 
 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 用  語 用  語  の  意  味   用  語 用  語  の  意  味  

 １ 

～ （略） 

３ 

 

（略） 

  １ 

～ （略） 

３ 

 

（略） 

 

 ４ 国際通信 通信のうち本邦と外国（インマルサットシステムに係る移動

地球局（海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び

可搬型地球局をいいます。以下同じとします。）及び当社が別

に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯

端末（以下「特定衛星携帯端末」といいます。）を含みます。

以下同じとします。）との間で行われるもの 

  ４ 国際通信 通信のうち本邦と外国（インマルサットシステムに係る移動

地球局（海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び

可搬型地球局をいいます。以下同じとします。）、当社が別に

定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯

端末（以下「特定衛星携帯端末」といいます。）及び当社が

別に定める電気通信事業者の国際ネットワーク番号を用い

た電気通信サービスに係る電気通信設備（以下「国際ネット

ワーク設備」といいます。）を含みます。以下同じとします。）

との間で行われるもの 

 

 ５  

～ （略） 

26  

 

（略） 

  ５  

～ （略） 

26  

 

（略） 

 

  

 附 則（令和６年10月25日企営第155500000470号） 

 この改正規定は、令和６年11月１日から実施します。  

 


